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宇
治
市
役
所
は
9
月
か
ら

毎
土
曜
日
が
休
み
に

な
り
ま
す
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四
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女

ご
利
用
く
だ
さ
い

行
政
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー

市
役
所
連
絡
所

電
話
予
約
制

　
市
民
課
で
扱
っ
て
い
る
窓
口
業
務
の
一

部
は
、
市
役
所
の
窓
口
以
外
で
も
行
っ
て

い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
詳
し

く
は
市
民
課
（
豊
内
線
2
2
0
5
）
　
へ
。

　
市
で
は
、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
向
上

を
目
指
し
、
小
倉
、
木
幡
に
続
く

市
内
三
番
目
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
コ

ー
ナ
ー
を
、
近
鉄
大
久
保
駅
近
ぐ

の
マ
ン
シ
ョ
ン
「
藤
和
一
フ
ィ
ズ
タ

ウ
ン
宇
治
大
久
保
」
一
階
テ
ナ
ン

ト
部
分
に
設
屑
一
。
こ
の
南
宇
治
行

政
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
は
、
九
月

一
日
團
か
ら
業
務
を
開
始
し
毒
ｙ
。

・一一参

■
取
扱
時
間

　
月
曜
～
金
曜
、
午
前
９
時
～
午

後
４
時
半

■
取
扱
業
務

　
▽
住
隔
昌
写
し
▽
住
愚
ｙ

記
載
事
項
証
明
書
（
年
金
受
給
者

現
況
届
を
含
む
）
　
▽
戸
籍
の
謄□心

　
″

図置位所絡運所役市
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千

・
抄
本
　
▽
戸
籍
の
付
票
の
写
し

▽
除
籍
（
原
戸
籍
）
謄
・
抄
本

▽
身
分
証
明
書
　
▽
外
国
人
登
録

済
み
証
明
書
　
▽
印
鑑
登
録
証
明

書
　
▽
戸
籍
届
書
の
受
理
証
明
書

▽
届
け
出
記
載
事
項
証
明
書
　
▽

不
在
住
・
不
在
籍
証
明

民
０

公
３

幡
５

芝
幡木

Ｎ
ｔ
十

　
。
駅
の
近
ぐ
や
市
街
の
商
店
に
あ

る
市
役
所
連
絡
所
で
も
、
住
民
票

の
写
し
な
ど
の
交
付
夕
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
手
続
き
方
法
な
ど
詳
し
く
は
市

民
課
（
豊
内
線
2
2
0
5
）
へ
問

い
４
t
ｌ
Ｑ
＾
＊
)
°

■
取
扱
時
間

　
各
店
の
営
業
時
間
内

■
取
扱
業
務

　
▽
住
腸
昌
写
し
▽
戸
籍
の

謄
・
抄
本
　
▽
戸
籍
の
付
票
の
写

し
▽
母
子
健
康
手
帳
▽
年
金

受
給
者
現
況
届

　
　
近
鉄
小
倉
駅

止
附

　
　
京
銀

に
。
）
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づ
Ｎ
ふ
Ｉ

◆
こ
の
宇
治
市
政
だ
よ
り
は
、
再
生
紙
を
使
っ
て
い
ま
す
Ｉ
限
り
あ
る
資
源
を
大
切
に
◆

3
3

n
乙

　
宇
治
市
役
所
は
、
九
月
四
日
の
土
曜
日
か
ら
、
毎

土
曜
日
が
閉
庁
（
休
み
）
に
な
り
ま
す
。
市
役
所
の

窓
口
業
務
（
戸
籍
、
住
民
票
、
印
鑑
登
録
、
税
務
、

国
民
健
康
保
険
、
国
民
年
金
な
ど
）
や
一
般
業
務
は

休
み
に
な
り
ま
す
の
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
保
育
所
、
図
書
館
な
ど
の
施
設
は
、
土
曜

日
も
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
業
務
を
行
い
ま
す
（
詳
し

く
は
左
表
を
ご
覧
ぐ
だ
さ
い
）
。

　
ま
た
、
閉
庁
時
で
も
、
出
生
届
、
婚
姻
届
、
死
亡

届
の
受
け
付
け
や
埋
火
葬
許
可
証
の
発
行
は
、
市
役

所
地
下
警
備
員
室
で
行
い
ま
す
。

土曜日もこれまでとおり

業廠務を行う施設･
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9
月
か
ら

電
話
予
約
制
を
開
始

　
九
月
か
ら
薪
た
に
、
電
話
予
約

に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
も
始
め
毒
了
。

　
こ
れ
は
、
月
曜
か
ら
１
　
曜
の
開

庁
時
間
に
、
電
話
で
市
民
課
に
予

約
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
蔵
そ

の
週
の
土
・
日
曜
に
、
市
役
所
地

階
の
警
備
員
室
で
、
お
渡
し
于
る

と
い
弓
も
の
で
す
。

■
取
扱
時
間

　
土
・
日
曜
、
午
前
1
0
時
～
午
後

４
時
（
電
話
予
約
の
斥
け
付
け
は
、

９
月
１
日
團
か
ら
。
月
曜
～
金
曜

午
前
８
堕
丁
午
後
５
時
に
市
民

課
〈
容
内
線
2
2
0
5
〉
へ
）

■
取
扱
業
務

　
▽
住
設
男
写
し
▽
印
鑑
登

録
証
明
書
　
▽
外
国
人
登
録
済
み

証
明
書
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固定資産の評価が見直されます
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地
方
税
制
が
改
正
さ
れ
、
来
年
度
の
固
定
資
産
評
価
替
え
　
一

で
は
、
主
に
土
地
に
つ
い
て
の
評
価
が
。
見
直
さ
れ
ま
す
。
　
一

あ
わ
せ
て
、
税
負
担
の
増
加
に
対
す
る
様
々
な
調
整
措
置
も
　
一

実
施
さ
れ
ま
す
。
固
定
資
産
税
の
ど
こ
が
ど
う
変
わ
る
の
か
、
一

そ
の
あ
ら
ま
し
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

平
成
6
年
度
は

固
定
資
産
の
評
価
替
え

　
固
定
資
産
税
と
は
、
毎
年
一
月

一
日
（
「
賦
課
期
日
」
と
い
い
ま

す
）
現
在
で
、
固
定
資
産
で
あ
る

土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産
を
所
有

し
て
い
番
人
が
、
そ
の
資
産
の
あ

る
市
町
村
に
紳
の
る
税
で
す
。

　
固
定
資
産
税
の
土
地
と
家
屋
に

つ
い
て
は
、
そ
の
公
的
価
格
で
あ

る
評
価
額
を
三
年
ご
と
に
見
直
し

ま
す
・
こ
れ
奎
評
価
替
元
と
言
い
、

次
は
平
成
六
年
度
に
行
い
ま
ず
。

　
来
年
度
の
評
価
替
え
で
は
、
土

地
に
つ
い
て
は
、
公
的
土
地
評
価

相
互
の
均
衡
と
適
正
化
、
家
屋
に

つ
い
て
は
、
前
回
の
評
価
替
え
以

降
三
年
間
の
建
築
物
価
の
変
動
な

芦
派
反
映
轟
息
と
と
も
に
、
耐

用
年
数
を
現
状
鉦
易
せ
る
こ
と

を
基
本
と
し
て
い
ま
す
。

　
土
地
　
　
≒

　
評
価
額
は
地
価
公
示

　
価
格
の
7
割
に

　
土
地
の
価
格
は
実
際
の
取
引
価

格
の
ほ
か
、
公
的
な
評
価
額
と
し

て
、
①
地
価
公
示
価
格
（
国
王
庁

土
地
鑑
定
委
員
会
）
　
②
地
価
調

査
価
格
（
都
道
府
県
）
　
③
相
続

税
評
価
額
（
国
税
庁
）
　
④
固
定

資
産
評
価
額
（
市
町
村
）
が
あ
り

乖
ｙ
。
し
か
し
、
昭
和
六
十
年
代

の
地
価
高
騰
の
影
響
で
、
こ
れ
ら

の
格
差
が
大
字
と
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
そ
こ
１
こ
れ
ら
公
的
土

確
保
す
る
た
め
、
平
成
元
年
に
「
土

地
基
本
法
」
が
定
め
ら
れ
、
公
的
土
・

地
評
価
相
互
の
均
衡
と
適
正
化
が

図
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
来
年
度

の
固
定
資
産
税
の
土
地
の
評
価
替

え
は
、
固
定
資
産
評
価
響
応
価

公
示
価
格
の
七
割
程
度
に
す
る
こ

と
が
目
標
に
会
笛
し
た
。
こ
れ

は
、
地
価
が
安
定
し
て
い
た
昭
和

五
十
年
代
の
地
価
公
示
価
格
に
対

す
る
割
合
と
同
等
に
し
よ
フ
と
い

ら
も
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
評

価
額
は
上
昇
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
納
税
者
の
税
負
担
に
つ
い

て
は
、
急
激
に
負
担
が
増
え
る
こ

と
を
で
き
る
限
り
舜
け
る
た
め
、
・

総
合
的
で
適
正
な
調
整
措
置
が
講

じ
β
れ
て
い
未
丁
。

　
急
激
な
負
担
増
を

　
避
け
る
調
整
措
置

　
来
年
度
の
評
価
替
え
に
よ
り
、

評
価
額
は
か
な
ぴ
上
昇
に
釜
タ
が
、

税
額
鴛
訂
算
す
る
基
礎
に
な
る
額

（
「
課
税
標
準
額
」
と
い
い
求
ｙ
）

を
で
き
る
だ
け
低
ぐ
し
、
税
額
を

急
増
さ
せ
な
い
措
置
が
取
ら
元
て

い
康
７
。

　
老
ｙ
、
住
宅
用
地
の
課
税
標
準

額
は
、
一
般
住
宅
用
地
、
（
住
宅
用

地
の
う
ち
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
部
分
）
に
つ
い
て
は
評
価

頂
Ｄ
三
＆
Ｄ
一
こ
、
卜
児
莫
主
老

■一ｌｌ一Ｓ

繩
（
住
宅
用
地
の
う
ち
二
百
平

Ｊ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
部
分
）
に
つ

ぃ
て
は
評
価
額
の
六
分
の
で
衝

心
特
例
措
置
夕
拡
充
。
さ
ら
に
、

″
価
の
上
昇
割
合
の
高
い
宅
地
に

っ
い
て
は
、
そ
の
割
合
に
応
じ
て

″
価
額
の
二
分
の
一
か
ら
四
分
の

二
と
す
る
、
暫
定
的
な
課
税
標
準

狽
の
特
例
措
置
が
新
た
に
導
入
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
税
負
担
の
上

昇
を
な
だ
ら
か
に
す
る
た
め
、
評

宗
工
昇
割
合
に
応
じ
た
負
担
調

堅
措
毀
が
実
施
孤
灯
水
管
。

市・府民税

し
た
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
建
築

費
夕
求
め
、
そ
の
価
格
に
家
屋
の

経
過
年
数
に
よ
る
減
点
補
正
率
を

乗
じ
て
算
出
す
る
も
の
で
す
。

　
仮
に
、
物
価
が
安
定
し
、
建
築

資
材
費
？
ハ
件
費
な
ど
の
建
築
費

用
の
上
昇
率
が
経
過
年
数
に
よ
る

減
点
補
正
率
を
下
回
る
と
き
は
、

評
価
額
は
前
年
度
よ
忿
ｔ
－
ぐ
な
り

ま
ず
。
逆
に
、
建
築
費
用
の
上
昇

率
が
減
点
補
正
宏
泰
正
回
る
と
き

は
、
評
価
額
は
前
年
度
よ
り
高
く

な
り
求
ｙ
が
、
今
ま
で
は
こ
ｙ
し

た
児
冦
も
、
前
年
度
の
価
格
に

据
え
置
か
れ
て
奇
声
巡
。
『

　
来
年
度
の
評
価
替
え
で
は
、
据

盈
皿
き
の
措
置
で
は
な
ぐ
、
三
年

間
の
暫
定
措
置
と
し
て
、
在
来
家

屋
に
限
り
、
前
年
度
の
評
価
に
Ｏ

・
九
七
を
乗
Ｅ
逆
額
と
新
評
価
の

芸
尽
か
低
い
額
蔵
評
価
額
と

し
示
ｙ
。
こ
の
た
め
、
す
べ
て
の

在
来
家
屋
の
評
価
額
が
、
少
な
ぐ

と
も
三
％
下
が
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
ま
た
、
家
屋
の
耐
用
年
数
を
短

縮
し
、
経
過
年
数
に
よ
る
減
点
補

正
率
も
改
正
さ
れ
る
な
ど
、
税
負

担
が
軽
減
さ
れ
る
よ
う
調
整
脊
れ

て
い
未
了
。

　
　
　
　
　
　
◇

「
ふ
る
さ
と
寄
付
金
控
除
」
を

　
　
　
　
　
　
　
新
　
設

　
ま
た
今
回
の
税
制
改
正
で
、
市
・

府
民
税
の
寄
付
金
控
除
の
対
象
が

追
加
さ
れ
、
平
成
６
年
度
か
尨
泡

用
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
住
民
と

自
治
体
と
が
連
携
し
て
ふ
る
さ
と

づ
く
り
を
羅
一
進
す
る
た
め
に
設
け

ら
れ
た
も
の
で
、
「
ふ
る
さ
と
寄
付

金
控
吟
と
呼
ば
れ
ま
す
。

　
新
た
に
対
象
と
な
る
の
は
、
今

年
一
月
一
日
以
後
に
都
道
府
県
、

市
町
村
に
さ
れ
た
十
万
円
以
上
の

寄
付
金
の
う
ち
、
十
万
円
か
超
え

所
得
証
明
の
申
請
は

印
鑑
を
忘
れ
ず
に

　
所
得
証
明
や
非
課
税
証
明
の

申
請
に
は
、
使
用
目
的
・
提
出

先
・
必
要
と
ず
る
年
度
な
ど
を

　
都
市
計
画
税
に
も

　
調
整
措
置

　
都
市
計
国
税
は
、
道
路
、
公
園
、

下
水
道
な
ど
の
整
備
に
必
要
な
費

用
に
充
て
る
た
め
の
目
的
税
で
す
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
土
地
に
対

し
て
は
、
今
ま
で
な
か
っ
た
住
宅

用
地
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
を

導
入
。
次
忌
誼
に
対
し
て
は
固

定
資
産
税
と
同
様
に
、
耐
用
年
数

の
短
縮
な
芒
を
詐
ｐ
れ
、
税
負
担

の
軽
減
が
図
ら
元
ま
ず
。

　
負
担
は
急
に
は

　
増
え
ま
せ
ん

　
こ
の
ぷ
つ
に
、
土
地
の
評
価
の

上
昇
が
税
負
担
の
急
激
な
増
加
に

つ
な
が
ら
な
い
ぷ
つ
に
、
土
地
や

家
屋
に
対
す
る
固
定
資
産
税
と
都

市
計
国
税
盈
Ｂ
せ
た
税
負
担
に

つ
い
て
、
総
合
的
ぶ
罰
な
調
整

措
置
夕
講
じ
、
ふ
床
と
し
て
の
税

負
担
の
増
加
を
極
力
抑
え
て
い
き

求
了
。
こ
れ
昏
忿
鳶
洒
る
と
下

の
と
お
り
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
資
産
税
課
。

　
（
容
内
線
２
１
２
７
）

る
額
（
所
得
の
二
五
叫
相
当
額
が

限
度
）
。
寄
付
金
控
除
を
尋
呼
る
に

は
、
寄
付
者
の
住
所
・
氏
名
を
記

載
し
た
領
収
書
奮
堅
を
、
市
・

府
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。
詳

し
ぐ
は
市
民
税
課
（
豊
内
線
2
1

2
1
）
へ
問
公
Ｂ
せ
穴

記
入
し
て
い
た
が
で
ほ
か
、
本

人
の
印
鑑
が
必
要
で
す
。
ま
た

代
翠
人
が
申
請
す
る
場
合
に
は
、

本
人
が
自
書
・
押
印
し
た
委
任

状
（
承
諾
書
）
と
代
翠
人
の
印
鑑

が
必
要
で
す
。

タ
　
ー

固定資産税の土地評価の適正等に伴う税負担の調整措置
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こ
れ
は
、
８
月
初
め
に
実
施
し
た
消
費
生
活
モ
ニ
タ
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店
頭
価
額
調
査
に
基
づ
く
も
の
で
す
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乳
幼
児
の
医
療
費
を

助
成
し
ま
す

手
続
き
は
お
早
め
に

己
負
担
金
の
二
百
円
で
済
む
こ
と

に
な
り
ま
す
。
対
象
に
な
る
乳
幼

児
の
保
護
者
は
早
め
に
手
続
き
鴛

’
〈
対
象
〉
宇
治
市
に
住
民
登
録
か

外
国
人
登
録
が
あ
り
、
医
療
保
険

各
法
に
よ
る
被
保
険
者
か
被
扶
養

者
に
な
っ
て
い
る
、
２
歳
未
満
の

乳
功
尼
而
９
１
ヨ
Ｄ
判
ｌ
嗣
台

が
優
先
さ
れ
未
了
の
で
、
申
請
で

き
ま
せ
ん
。

　
〈
手
続
き
方
法
〉
８
月
1
5
日
の
時

点
で
資
格
の
あ
る
乳
幼
児
に
は
申

請
書
を
遥
り
ま
す
の
で
、
郵
送
か
・

健
康
医
療
課
窓
口
で
申
請
鴛
８

月
1
6
日
以
降
に
出
生
か
転
入
し
た

孔
功
召
こ
つ
ハ
て
ま
、
司
果
い
竹
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一
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＝
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家
屋

　
評
価
額
が
3
％

　
下
が
り
ま
す

　
家
屋
の
評
価
替
え
は
、
再
建
築

価
格
方
式
と
り
２
　
彊
芳
法
で
奪

万
一
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
現
在
あ
る

家
屋
と
令
で
同
じ
も
の
を
評
価
替

え
の
年
の
一
月
一
日
時
点
に
新
築

土地関

係

市
民
の
ひ
ろ
ば
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第Ｉ３ぐ

学
ぶ

　
高
齢
者
問
題
講
演
会

　
高
齢
期
を
豊
か
に
過
ご
す
た
め

に
は
、
ま
ず
健
康
な
体
を
羅
持
す

る
こ
と
。
「
い
き
い
喜
四
齢
期
」
と

題
し
、
心
と
体
の
両
面
か
ら
高
齢

期
の
健
康
管
理
に
つ
い
て
学
ぶ
講

演
今

　
▼
と
き
・
・
・
８
月
2
6
日
出
、
午
後

Ｌ
時
半
～
４
時
▼
と
こ
ろ
…
文
化

セ
ン
タ
ー
小
ホ
ー
ル
▼
講
師
・
：
京

都
文
教
短
期
大
学
教
授
・
森
忠
三

さ
ん
▼
問
い
合
わ
せ
・
：
中
央
公
民

館
（
豊
2
0
・
1
4
1
1
）
へ
。
参
加

は
無
料
。
映
画
上
映
も
あ
り
ま
す
。

　
子
育
て
学
習
会

　
子
育
て
敬
楽
し
ぐ
夢
の
持
て

る
も
の
に
す
る
講
演
会
で
す
。

　
▼
と
き
・
・
・
９
月
Ｈ
日
出
、
午
後

２
時
１
４
時
▼
と
こ
ろ
…
保
健
医

療
セ
ン
タ
ー
▼
対
象
・
・
・
市
内
在
住

'
m
学
前
の
乳
幼
児
夕
痔
つ
人
▼

テ
ー
了
・
楽
し
ん
で
ま
す
か
子
育

て
▼
講
師
・
：
大
阪
教
育
大
学
教
授
・

秋
葉
英
則
さ
ん
▼
定
員
・
・
・
先
着
5
0

６
２
）
へ
▼
保
育
…
１
～
３
歳
児

を
若
干
名
。
希
望
ず
る
人
は
申
し

込
み
時
に
併
せ
て
。
参
加
は
無
料
。

　
重
点
普
及
ス
ポ
ー
ツ

　
▼
と
き
・
：
９
月
１
日
伽
・
３
日

出
、
午
後
７
時
半
ｙ
９
時
半
▼
と

こ
ろ
・
・
・
東
宇
治
中
学
校
▼
内
容
・
：

グ
ラ
ウ
ン
ド
ー
ゴ
ル
フ
、
タ
ー
ゲ
ッ

ト
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
の
ル
ー
ル
講
習

と
実
技
指
導
ｙ
問
洽
お
す
・
市

民
体
育
課
（
豊
内
線
2
6
2
1
）
へ
。

｀
―
・
ｉ

Ｊ
Ｉ
ｔ
｀
．
・

　
▼
と
き
・
：
９
月
７
日
～
2
4
日
の

火
・
金
曜
、
午
後
７
時
半
～
９
時

半
▼
と
こ
ろ
…
東
宇
治
中
学
校
▼

対
零
・
・
中
学
生
以
上
の
女
性
▼
定

員
・
：
先
着
3
0
人
▼
申
し
込
み
…
市

民
体
育
課
（
豊
内
線
2
6
2
1
）
へ
。

参
加
は
無
料
。

五
高
閣
言
語
Ｍ
ｍ
言
謡
言
⊇

　
　
ン
　
ユ
ー
　
プ
　
ル
　
ん
肉
　
ヨ
　
ツ
　
卵
　
油
　
油
　
糖
　
粉
ト
ー
　
そ
　
代

日
　
リ
シ
パ
　
゛
イ
　
け
　
　
シ
　
ペ
　
　
　
　
　
う
　
　
　
　
ン
、
ヒ

゜
“
ｙ
？

収

一
Ｅ

ホ

ｆ
ｆ
ｉ
Ｏ
ｌ

　
I
　
Ｖ
　
I
･

I

I
　
Ｅ
　
I

I

I
　
≫
(
　
|
≪
?
l
　
I
　
I
　
Ｈ

　
　
ガ
テ
　
台
　
ア
　
洗
粉
牛
　
バ
　
キ
　
鶏
　
食
　
し
　
砂
　
小
心
　
み
　
洗

4
1
1
4
4
4
1
4
4
4
1
1
－
1
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4
1
1
1
4
S
4
－
１
４
４
～
１
４
－
1
4
4
4
4
1
4

7
0
0
0
円
▼
申
し
込
み
・
・
・
９
月

1
6
日
田
丞
に
市
民
体
育
課
（
豊

内
線
2
6
2
1
）
へ
。
優
勝
チ
ー

ム
は
Ｈ
月
８
日
の
京
都
府
大
会
に
、

市
代
表
チ
ー
ム
と
し
て
参
加
。

　
デ
イ
・
サ
ー
ビ
ス

　
〈
新
し
い
手
話
教
室
〉

　
▼
と
き
・
・
・
９
月
４
ｍ
出
・
1
8
日

出
・
1
0
月
２
日
出
、
午
後
７
時
半

―
m
時
▼
と
こ
ろ
・
：
総
合
福
祉
会

館
▼
対
象
・
・
・
市
内
在
住
忿
昭
覚
言

語
に
障
害
の
あ
る
人
▼
定
員
・
・
・
先

着
3
0
人
▼
指
導
・
：
京
都
市
聴
覚
言

語
障
害
セ
ン
タ
ー
職
員
・
宍
戸
通

警
’
ん
▼
申
し
込
み
・
・
・
８
月
2
7
日

ｉ
ま
で
に
襲
福
祉
協
議
公
一
（
豊

2
2
・
５
６
５
０
、
フ
ァ
ク
ス
2
2
・

税費消もれずい○

5
6
5
4
）
へ
。
・
参
加
は
無
料
。

　
臨
時
職
員
登
録
者
募
集

　
▼
５
募
資
格
・
・
・
1
8
歳
～
4
5
歳
■
ｐ

午
前
８
時
半
～
午
後
５
時
の
勤
務

が
可
能
な
女
性
▼
応
募
方
法
・
：
市

販
の
履
歴
書
（
要
写
真
）
で
職
員
課

　
（
〒
Ⅲ
宇
治
琵
琶
3
3
、
き
内
線
2

0
6
3
）
へ
。
応
募
者
は
名
簿
に

登
録
し
、
必
要
に
応
じ
で
選
考
の

う
え
雇
用
。
ワ
ー
プ
ロ
ー
パ
ソ
コ

ン
の
使
え
る
人
を
特
に
求
め
未
丁
。

　
　
　
　
　
　
八
月
十
一
日
o
W

　
四
四
回
皿

三
面
の
「
農
業
委
員

会
委
員
決
ま
る
」
の
記
事
中
、
寺

川
俊
夫
さ
ん
は
俊
男
さ
ん
の
誤
り

で
し
た
。
お
わ
び
し
訂
正
し
ま
す
。

　
十
月
一
日
か
ら
、
「
宇
治
市
乳

幼
担
汲
費
支
給
事
業
」
が
始
ま

り
ふ
チ
。
こ
の
制
度
は
、
健
や
か

に
子
供
m
r
m
て
る
環
掲
つ
く

り
の
一
環
と
し
て
、
乳
幼
児
の
Ｅ

療
費
を
助
隅
し
ぷ
っ
と
い
ら
も
の
。

通
常
、
医
療
機
関
で
受
診
ず
る
際
、

健
康
保
臨
弧
穂
示
し
保
険
医
療

分
の
自
己
負
担
額
を
支
払
っ
て
き

ま
し
た
が
、
こ
の
制
度
に
よ
り
自

　
　
・
・
・
一
　
　
１
ｊ
ｒ
Ｊ
Ｉ
Ｉ

時
点
で
受
給
資
格
の
あ
る
乳
幼
児

は
３
年
1
0
月
２
日
以
降
の
出
生
児
）
。

所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
生

活
保
護
、
福
祉
医
療
制
度
を
受
け

て
い
る
乳
幼
児
の
保
護
者
は
そ
れ

－
ｉ
・
Ｉ
・
１

Ｉ
一
一
Ｉ
Ｉ
Ｉ
｀
Ｉ

民
課
で
申
請
書
を
渡
し
示
す
の
で
、

健
康
保
険
の
加
入
手
続
之
存
え

て
か
ら
甲
請
弐

〈
問
い
合
わ
せ
〉
同
課
Ｅ
療
係

（
容
内
線
2
3
3
4
）
へ
。

ｒ
ａ

2 3

敬老祝金を支給

　
市
で
は
七
十
歳
以
上
の
市
民
の

長
寿
を
祝
い
、
敬
老
祝
金
五
千
円

を
支
給
し
示
ｙ
。
日
程
は
下
表
の

と
お
り
。
ど
の
会
場
で
で
も
お
渡

し
に
￥
ヂ
が
、
で
き
る
だ
け
最
寄

り
の
必
一
場
へ
お
越
Ｌ
ど
だ
さ
い
。

　
〈
受
給
対
象
者
〉
次
の
要
件
を
両

方
満
た
す
人
①
大
正
1
2
年
９
月

1
6
日
以
前
に
生
次
れ
た
人
②
〈
犀

１
月
１
日
か
ら
８
月
3
1
日
ま
で
引

良
習
孚
治
市
に
住
民
登
録
か
外

国
人
登
録
を
し
て
い
る
人
。

　
〈
受
給
の
方
法
〉
対
象
者
に
は
今

月
末
ま
で
に
案
内
の
は
が
き
を
お

送
μ
皇
子
。
そ
の
は
が
き
に
住

所
・
氏
名
を
記
入
１
　
必
ず
押
印
の

う
汽
、
支
給
会
場
へ
。
は
が
き
や

押
印
の
な
い
場
合
は
お
渡
し
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
ぐ
だ
さ
い
。

　
な
お
、
地
域
の
会
場
へ
来
ら
れ

な
い
人
は
、
９
月
1
3
日
囲
～
Ｈ
月

3
0
日
脚
に
案
内
の
は
が
き
（
住
所
・

氏
名
を
記
入
し
押
印
）
か
痔
つ
て

長
寿
社
会
対
策
課
へ
。

　
〈
問
い
合
わ
せ
〉
同
課
高
齢
者
福

祉
係
（
豊
内
線
2
3
1
6
）
へ
。

　
所
所
所
館
所
所
堂
館
所
所
所
館

百
難
示
引

　
中
西
紫
木
伊
西
旦
広
笠
白
笠
喜

間
　
二
］
　
　
ふ
Ｊ
　
　
ふ
一
　
　
二
心
　
　
ふ
Ｊ
　
　
こ
Ｊ

寺
3
0
い
１
１
　
訓
1
6
　
3
0
1
1
　
ぷ
1
6
　
3
0
1
1
　
訓
1
5

1
　
9
　
　
　
1
4
　
　
　
g
　
　
　
1
4
　
　
　
g
　
　
　
1
4

日
　
　
６
　
　
　
　
　
　
７
　
　
　
　
　
　
８

四
　
‰
　
　
‰
　
　
‰

　
堂
所
所
館
所
所
館
所
館
所
所
所

場
会
会
会
民
会
会
会
会
民
会
会
会

読
広
轟
望
１
轟
匹

支
地
り
糾
倉
和
拍
岡
道
治
島
南
室

　
六
登
南
小
大
羽
西
菟
宇
槙
城
三

間
　
一
叩
　
二
心
　
　
ふ
Ｊ
　
　
ニ
Ｊ
　
　
ふ
Ｊ
　
　
ニ
Ｊ

寺
３
０
Ｈ
　
ぶ
1
6
　
3
0
H
　
一
1
1
1
1
一
1
6
　
3
0
1
1
　
訓
1
6

8
　
9
　
　
1
4
’
　
9
　
　
1
4
　
　
g
　
　
1
4

日
　
　
１
　
　
　
　
　
　
２
　
　
　
　
　
　
３

匹
　
‰
　
　
‰
　
　
‰

在宅で重度の障害を

持つ人への助成・給付制度
へ52 3 0 5″豊

ぐ課四尉醜匹Ｗ

〈
住
宅
改
造
の
助
成
〉

　
在
宅
で
体
に
重
度
の
障
害
m

つ
人
に
対
す
る
住
諒
逍
の
助
成

制
度
は
。
七
月
一
日
か
息
笛
範

囲
が
拡
大
。
助
I
S
額
も
増
弓
瓦

次
レ
た
。

　
▼
対
象
者
・
・
・
身
体
障
害
者
乖
唆

１
・
２
級
の
人
▼
対
象
庄
宅
…
市

内
に
所
在
す
る
住
宅
（
新
築
・
建
で

替
え
は
不
可
）
▼
対
象
工
事
：
白

常
生
活
用
具
等
の
取
口
一
付
け
か
、

障
害
に
奉
葛
構
造
に
す
る
た
め

や
介
護
者
の
負
枡
軽
減
、
障
害
に

よ
り
予
想
さ
れ
る
事
故
を
防
ぐ
た

め
の
改
善
工
事
▼
助
成
限
度
額
…

3
0
万
円
(
1
6
≪
制
限
あ
り
）
。

サ
ー
上
肢
１
・
置
１
肢
と
言

語
複
合
１
・
２
○
頭
部
保
護
帽
―

療
育
Ａ
ｏ
重
度
障
害
者
用
茎
芸

達
装
置
―
両
上
下
肢
Ｌ
と
言
語
３

の
複
合
♀
ハ
浴
補
助
畳
Ｔ
下
肢

か
体
幹
忌
罰
練
い
ず
、
璽
設

．
用
ぺ
″
ド
＝
下
肢
か
体
幹
１
・
２

○
章
入
用
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
・

カ
ナ
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
・
は
か
り
・

体
温
計
（
音
声
式
）
・
電
卓
ふ
蒔

計
・
＠
反
イ
ム
ス
イ
″
チ
・
④
体

琲
訂
（
音
声
・
触
読
）
、
点
字
タ
イ

プ
ラ
イ
タ
ー
、
奥
説
調
理
器
ａ

視
覚
―
･
　
ｅ
ｇ
（
い
ず
れ
も
年
齢
・

就
学
就
労
条
件
あ
り
）
○
視
覚
障

害
者
用
拡
大
読
書
器
、
薗
点
字
図

書
＝
視
覚
凰
萌
覚
障
害
者
用
屋

内
信
号
装
置
（
サ
ウ
ン
ド
マ
ス
タ

ー
・
目
覚
ま
し
時
計
・
屋
内
信
号

灯
含
む
）
―
聴
覚
２
○
聴
覚
障
害

者
用
通
信
装
置
＝
聴
覚
か
発
声
発

語
障
害
○
携
帯
用
会
話
補
助
装
寿
一

＝
音
声
言
語
―
か
肢
体
と
発
声
発

語
障
害
の
複
合
ｏ
湾
研
液
加
温
器

ｌ
腎
臓
ｌ
・
３
ｏ
②
酸
素
ボ
ン

ベ
運
搬
車
（
カ
ー
ド
Ｔ
在
宅
酸
素

聚
法
者
凰
薗
ブ
ラ
イ
ザ
ー
（
吸

入
器
）
―
呼
吸
器
１
・
３
○
火
災

警
報
器
、
自
動
消
火
器
＝
身
ａ
―

・
屁
辰
育
Ａ
。

嵐
T
1
8
歳
未
満
の
児
募
仔
、

⑥
L
1
8
歳
以
上
の
人
が
け
で
す
。

　
自
動
車
運
転
免
許

　
取
得
教
習
費
助
成

　
▼
対
象
・
・
・
身
体
障
害
者
手
帳
の

障
害
区
分
・
等
級
で
、
聴
覚
＝
２
～

●
●

●●●●●●●●●●●
・

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

身体障害者デイ･サービス

ふれあい教室
参加者募集

４
級
、
音
声
・
言
語
・
そ
し
や
く
＝

３
・
４
級
、
平
衡
９
３
・
５
級
、
上

肢
^
1

I
―
＜
O
級
（
４
～
６
級
は
ハ

ン
ド
ル
等
改
造
の
必
要
な
人
だ

け
）
、
下
肢
・
移
動
－
１
６
級
、

体
幹
＝
１
～
３
・
５
級
、
心
臓
、

腎
臓
、
呼
吸
器
、
ぼ
う
こ
う
、
直

腸
、
小
腸
＝
１
・
３
・
４
級
▼
助

成
額
・
：
教
習
費
の
３
分
の
２
（
限

度
額
1
0
万
円
・
所
得
制
限
あ
り
）
。

　
体
の
障
害
で
外
出
が
難
し
ぐ
、

家
に
閉
じ
込
も
ぴ
が
ち
に
な
っ

て
い
る
人
を
対
象
と
し
た
テ
ィ
ー

サ
ー
ビ
ス
事
業
。
障
害
を
持
つ

人
々
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
共

に
学
び
語
り
合
う
こ
と
で
、
毎

日
の
牛
居
の
張
り
合
い
や
生
き

が
い
か
見
付
け
て
い
た
だ
こ
う

と
い
ラ
教
室
で
す
。
来
年
四
月

の
開
始
に
向
け
、
参
加
者
と
、

協
力
し
て
い
た
だ
け
る
ボ
ラ
ン

テ
″
ア
を
募
集
し
柔
ｙ
。

　
▼
実
施
予
定
日
・
：
采
年
４
月

か
ら
毎
月
第
４
水
曜
日
、
来
年

１
月
Ａ
月
は
塑
Ｂ
せ
▼
と

こ
ろ
…
総
合
福
祉
会
館
▼
定
員

・
・
・
身
体
障
害
者
ａ
人
、
ポ
ラ
ン

　
身
体
障
害
者
用
自
動
車

　
改
造
費
助
成

　
▼
対
象
・
・
身
体
障
害
手
帳
の
障

害
区
分
・
等
級
で
、
上
肢
ｌ
^
―
C
O

級
か
下
肢
―
～
４
級
、
体
幹
―
～

３
級
で
、
就
労
な
ど
の
た
め
、
自

ら
所
有
１
　
運
転
す
る
自
動
車
の
操

向
装
置
等
糞
吹
造
Ｔ
石
必
要
が
あ

る
人
▼
助
成
限
度
額
・
：
1
0
万
円
。

４
今
年
の
教
室
風
景

テ
ィ
ア
1
0
人
（
応
募
多
数
の
場

合
呟
｀
考
に
よ
り
決
定
）
▼
申

し
込
み
・
・
・
９
鳳
習
面
ま
で
に

襲
福
祉
協
議
会
（
豊
2
2
・
５

６
５
０
、
フ
ァ
ク
ス
2
2
・
5
6

5
4
）
へ
。
。

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

身
体
障
害
者

精
神
薄
弱
者

　
身
体
堕
暑
相
談
員
ぽ
自
ら
の

体
に
障
害
を
持
つ
人
が
、
精
神
薄

弱
者
相
談
員
は
精
神
薄
弱
者
の
保

護
者
や
そ
の
福
祉
に
関
係
す
る
人

が
受
け
持
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ

も
知
事
か
ら
依
頼
さ
れ
て
。
日
常

牛
活
、
結
婚
、
家
庭
で
の
養
育
、

剛
　
　
４
　
８
　
０
　
３
・
４
９
０
１
９
６
　
２
　
４
　
３
６
　
８
　
２
　
１
　
０
　
４
　
５
　
０

不
号
0
7
5
0
2
0
　
4
6
r
？

2
8
9
4
七
3
5
2
3
6
0
用
6
1
5
0
1
5
9
2
7
6
‐
0
1
1
3
3
0
4
5

　
番
7
　
4
3
　
1
　
3
5
2
3
8
2
3
兼
9
8
3
3
8
9
4
0
7

順
話
一
　
一
　
一
ｘ
一
ｘ
一
　
一
　
一
別
’
一
　
「
こ
ｘ
一
　
一
　
一
　
一
　
一
　
一
　
一
一
　
一
　
一

・
　
ｔ
２
　
０
　
２
Ａ
４
Ａ
４
２
２
Ａ
２
　
３
　
１
Ａ
２
１
　
３
　
２
　
３
　
３
　
０
　
２
　
４

略

弓
　
２
　
２
　
２
Ｆ
２
Ｆ
４
３
３
Ｆ
３
　
２
　
２
Ｆ
２
３
　
２
　
３
　
２
　
２
　
２
　
３
　
４

称
　
　
　
　
一
万
一

敬
　
　
　
　
７
　
に
　
　
　
　
４
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

ぐ
　
　
　
　
島
　
　
　
　
2
0
　
　
　
　
・
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
0

員
所
　
　

丿
　
宍
　
　
　

1
4

9
　
　
　
　
万

ａ
　
づ
　
　
ｍ
　
　
　
乱
　
　
　
　
』
＜

相
　
　
　
り
　
　
　
府
　
　
　
　
『
住
営
‐
　
　
　
3
6
4
2
’
マ
営
1
4

　
　
　
　
グ
5
6
　
　
1
3
2
　
　
6
　
　
営
市
4
5
7
9
3
　
．
1
3
市
９
　

者
　
　
　
１
・
　
　
６
　
　
・
　
　
８
３
市
　
　
一
　
一
　
一
　
３
　
１
　
１
　
　
６

　
　
べ
4
0
　
1
5
り
叙
‐
一
2
5
T
V
　
　
3
7
5
2
3
1
1
日
目
田
5
7
尻

害
住
3
1
敷
浦
6
2
m
i
野
4
　
2
0
3
3
8
7
前
角
一
野
丁
丁
砂
添
井
．

　
　
尻
屋
南
山
］
］
一
一
平
山
園
阪
東
吹
福
十
平
２
２
町
野
町

障
　
里
本
町
蔭
保
庄
南
御
米
宮
町
庄
町
庄
町
台
田
庄
田

体
　
治
皿
倉
治
久
ヶ
幡
幡
治
明
島
ヶ
島
ヶ
星
居
勢
ヶ
勢

　
　
宇
槙
小
宇
大
五
木
木
宇
神
槙
五
槙
五
明
折
伊
五
伊

身
り

　
鄙
覚
覚
覚
覚
覚
覚
覚
体
体
体
体
体
体
部
体
部
部
体
部

　
轄
視
視
視
聴
聴
聴
聴
肢
肢
肢
肢
肢
肢
内
肢
内
内
肢
内

　
Ｆ

　
　
盛
造
美
子
志
イ
子
次
雄
子
美
子
一
雄
勉
市
一
治
子

　
名
竹
量
弘
克
正
ア
篤
誠
哲
志
綾
峯
賢
彰
　
伸
秀
義
智

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
登
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
美

　
氏
原
田
里
水
本
利
村
島
木
山
本
田
井
開
方
野
井
田
石

　
　
柳
山
今
清
松
波
西
奥
黒
小
辻
藤
西
本
四
東
酒
前
大

行
政
機
関
へ
の
手
続
き
な
ど
の
相

談
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ド
市
内
の
各
相
談
員
は
左
表
の
と

お
旦

ん
は
身
体
障
害
者
結
婚
相
談
員
も

兼
ね
て
い
車
ｙ
。

　
い
ず
れ
の
相
知
石
稲
密
は
固
く

守
ら
元
ま
す
。

３同不順略称敬ぐ員談相者弱薄神精

匹
痛

2
3
6

0
一
｝
一

6
7
5

7
C
D

話
」
　
一
　
一
　
一
　
一

電
2
1
2
2
3
1
2
3
4
1

所
　
4
1
2
7
　
4

1

　
1
ｒ
ｏ

し
一
に
三
一
皿
四

　
神
白
蔵
西
町

　
野
半
御
町
田

　
作
作
ヨ
一
四

大
一
Ｅ
Ｅ
Ｅ
１
　

氏
井
崎

妹
、
田
瀬

　
浅
江
佐
松
小

●
●
●
●
●
●
●
・
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
・
●
●
●
●
●
●
●
●
・
●
●
●
●
●
●
●

9月1日(水)から・最寄りの会場で

一
・
乳
・
子
宮
・
大
腸
か
ん
検
診
を

受
け
付
け
申
。
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
受

け
ま
し
よ
う

　
『
j
g
ｔ
S
i
a
＾
a
i
j
a
a
i
i
i
f
M
i
i
●
一
一
・
　
ｊ
゛

①
屠
」
」
溌
一
に

ス
ポ
－
ツ

福
祉

お
知

ら
せ

ふ
る
さ
と
遊
び
を
楽
し
む
日

　
▼
と
き
・
・
・
８
月
2
8
日
出
、
午
前

1
0
時
～
午
後
３
時
▼
と
こ
ろ
：
太

陽
が
丘
体
育
館
▼
内
容
・
参
加
費

・
：
木
工
教
司
本
立
て
１
０
０
ｊ

円
、
竹
馬
・
水
鉄
砲
・
紙
飛
行
機
ほ

か
５
０
０
円
▼
問
沈
お
せ
・
・
・
農

林
茶
業
課
（
き
内
線
2
2
1
3
）
へ
。

一

－

ＩＩ

ＩＩ

－－

－

一
』

一一
『
ｊ

一
ｌ
ｊ
ｊ
一一一一

ｌ
ｊ

一一一一一一一
―
―
―
一

一Ｉ
・
一‐

－
－
－

－
－
－
－
９
｀―

一

一
一

に

　
パ
ソ
コ
ン
講
座

　
い
ず
れ
も
時
間
は
午
後
６
時
半

～
９
時
。
必
一
場
・
申
し
込
み
先
は

城
南
地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

（
豊
4
6
・
0
6
8
8
）
。

〈
ロ
ー
タ
ス
ー
・
２
・
３
初
級
入
門
〉

〈
イ
ン
ス
ト
ー
ル
〉
い
ず
れ
も
９
月

2
4
日
～
1
0
月
1
2
日
の
火
・
金
曜
、

7
8
0
0
円
〈
桐
中
級
〉
９
月
2
7

日
1
1
0
月
2
1
日
の
月
・
木
曜
、
9

1
0
0
円
。

　
市
民
グ
ラ
ウ
ン
ド
・

　
ゴ
ル
フ
大
会

　
▼
と
き
…
９
月
1
9
日
面
、
午
前

９
時
半
～
▼
と
こ
ろ
↓
臨
が
丘

▼
対
象
チ
ー
ム
・
・
・
市
内
在
住
・
在

勤
・
在
学
の
小
学
生
以
上
４
人
で

編
成
ｙ
申
し
込
み
・
：
９
月
７
日
固

ま
で
に
市
民
体
育
課
（
豊
内
線
2

6
2
1
）
へ
。
参
加
は
無
料
。
優
勝
・

準
優
勝
チ
ー
ム
は
府
民
ト
リ
ム
の

つ
ど
い
に
市
代
表
と
し
て
参
加
。

　
ボ
ウ
リ
ン
グ

　
府
民
総
体
宇
治
市
予
選
会

　
▼
と
き
…
９
月
2
6
日
面
、
午
前

９
時
Ｉ
▼
と
こ
ろ
・
・
・
ダ
イ
ゴ
ポ
ウ

ル
▼
対
象
チ
ー
ム
…
市
内
在
住
・

在
勤
の
1
8
歳
以
上
フ
ハ
と
監
督
Ｉ

人
で
編
成
▼
参
加
費
・
・
・
Ｉ
チ
ー
ム

〈
日
常
生
活
用
具
の
給
付
〉

　
同
Ｏ
v
日
常
隻
用
具
の
給
付

閲
度
に
、
新
し
ぐ
入
浴
補
助
用
具
、

硯
覚
障
害
者
用
拡
大
読
書
器
が
四

月
一
日
か
ら
追
加
。
右
２
日
現

征
の
給
付
内
容
は
以
下
の
と
お
り
。

い
ず
れ
も
内
容
に
制
限
が
あ
り
、

辺
ｍ
の
所
得
状
況
に
よ
旦
部
自

已
負
担
が
あ
り
未
了
。

　
▼
給
付
用
具
・
対
象
者
（
身
体

囚
害
者
手
幔
は
障
害
区
分
と
等
級
、

環
育
手
帳
は
程
度
）
…
○
浴
槽
、

局
沸
か
し
器
、
便
器
（
手
ア
口
付
）
、

ｗ
孤
児
Ｒ
特
殊
尿
器
、
入
浴

型
架
、
体
位
変
換
器
＝
下
肢
か
体

幹
１
・
２
Ｏ
特
殊
便
器
■
ｔ
ｉ
ｍ

７
ラ
シ
ー
上
肢
―
・
２
か
療
育
Ａ

９
特
殊
マ
＾
ト
１
下
肢
人
街
上

ａ
ｌ
・
呈
療
育
Ａ
○
電
動
タ
イ

７
ラ
イ
タ
ー
か
ワ
ー
ド
ブ
ロ
セ
″

相
談
員
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ねんりんピック’93

京都 　
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
9
3
京
都
は
、
「
健
康
　
ふ
れ
あ
い
　
い
き
い
き
長

寿
」
を
テ
ー
マ
に
、
十
月
三
日
か
ら
五
日
ま
で
府
内
十
一
市
町
で
開
催
。

宇
治
市
で
も
太
陽
が
丘
を
会
場
に
、
全
国
か
ら
の
選
手
を
迎
え
て
の
ソ

フ
ト
ボ
ー
ル
交
流
大
会
や
、
市
民
の
皆
さ
ん
も
参
加
し
て
の
ニ
ュ
ー
ス

ポ
ー
ツ
広
場
、
健
康
づ
く
り
教
室
な
ど
、
楽
し
く
多
彩
な
イ
ベ
ン
ト
が

繰
り
広
げ
ら
れ
ま
す
。
今
回
は
、
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
広
場
・
大
会
の
部

と
、
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
の
関
連
イ
ベ
ン
ト
・
高
齢
者
エ
イ
ジ
レ
ス
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
ヘ
の
参
加
者
な
ど
を
募
集
し
ま
す
。

ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
広
場

　
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
広
場
は
十
月

三
日
面
に
行
幻
れ
、
大
会
の
気
分

を
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
る
大
会
の

部
と
、
芦
渥
た
で
も
気
軽
に
参
加

し
て
い
た
だ
け
る
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
の
部
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ

も
、
初
め
て
の
人
で
も
簡
単
に
で

き
る
も
の
で
、
参
加
者
に
は
記
念

品
容
慌
王
げ
ま
す
（
数
に
限
り

あ
り
）
。
ぜ
ひ
ご
参
加
を
。

<
大
会
の
部
〉

　
タ
ー
ゲ
ッ
ト
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
、

デ
ィ
ス
ク
ゴ
ル
フ
、
タ
イ
マ
ソ
ン
、

シ
ル
バ
ー
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
教
室

た
た
を
す

似
し
数
で

に
に
た
ツ

ル
ま
　
っ
　
一

卜
さ
打
ポ

ヤ
逆
　
ヽ
ス

シ
を
て
な

の
傘
れ
う

ン
　
｀
入
よ

ト
ち
に
の

ン
打
ゴ
フ

ミ
か
‘
カ
　
ル

ド
ル
な
ゴ

バ
　
ー
う
う

　
ボ
よ
競

完
申
せ
　
・

を
を
わ
す

ス
ム
合
ま

一
イ
に
り

コ
タ
れ
走

が
る
ぞ
く

自
き
　
゛
し

各
で
し
楽

　
走
告
て

を
に
一

ク
ル
ゲ

ス
　
ー
　
う

イ
ゴ
競

デ
で
を

グ
投
か

ン
何
る

イ
　
｀
れ
　
゜

ラ
て
人
す

フ
つ
げ
で

　
使
投
ム

へ
の
参
加
は
、
事
前
に
申
し
込
み

が
必
要
で
す
。
甲
し
込
み
方
法
は

下
の
と
お
り
。
オ
リ
エ
ン
テ
ー
リ

ン
グ
は
、
当
日
現
地
で
申
し
込
み

を
受
け
付
け
毒
す
。

　
〈
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
部
〉

　
タ
ー
ゲ
″
ト
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
や

デ
ィ
ス
ク
ゴ
ル
フ
の
練
習
場
、
ニ

ア
ピ
ン
競
技
、
子
供
コ
ー
ナ
ー
な

ど
。
参
加
は
自
由
で
す
の
で
、
気

一
ス
参

ポ
　
イ
　
゜

ス
デ
室

一
　
　
｀
教
　
・

ユ
フ
う
す

ニ
レ
ｙ
に
り
ま

に
・
力
も
げ

象
ド
で
あ

対
一
ん
し

を
バ
し
差

人
卜
親
を

の
ツ
に
証

に
Ｊ
。
カ
釘

歳
タ
ル
に

6
0
ぐ
ゴ
者

　
ツ
ク
加

時
の
数

限
置
点

制
位
る

　
｀
の
　
い

い
そ
て

使
　
｀
れ

を
し
ら

ス
探
け

パ
を
つ

ン
ト
リ
　
Ｏ

コ
ス
よ
す

と
ポ
に
ま

図
に
度
い

地
内
易
競

　
間
難
を

軽
に
お
越
し
ぐ
だ
さ
い
。
午
前
十

時
半
か
ら
で
す
。

大
会
の
部
　
申
し

込
み
は
は
が
き
で

　
種
目
、
定
員
な
ど
は
下
表
の
と

お
り
。
・
は
が
き
で
申
し
込
み
、
十

月
三
日
㈲
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
目
の

集
合
時
刻
ま
で
に
指
定
の
場
所
に

集
っ
て
ぐ
だ
さ
い
。

　
▼
申
し
込
み
方
法
…
は
が
き
に
、

種
目
、
参
加
ク
ラ
ス
（
タ
ー
ゲ
″

ト
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
と
デ
ィ
ス
ク
ゴ

ル
フ
参
加
者
だ
け
。
下
表
参
照
）
、

住
所
。
氏
名
、
年
齢
、
電
話
番
号
、

性
別
、
フ
Ｊ
Ｄ
Ｉ
ク
ラ
ス
参
加

の
子
供
は
学
校
名
と
学
年
を
書
き
、

高
齢
者

　
エ
イ
ジ
レ
ス
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

９
月
2
0
日
側
（
当
日
消
印
有
効
）

ま
で
に
、
爾
６
回
全
国
健
康
福
祉

祭
宇
治
市
実
行
委
員
会
事
務
局

　
（
〒
6
1
1
宇
治
琵
琶
3
3
、
市
役
所
長

寿
社
会
対
策
課
内
、
酋
2
0
・
8
7

3
1
）
へ
。

　
参
加
定
員
に
余
裕
が
あ
れ
ば
、

当
日
の
参
加
も
受
け
付
け
零
丁
。

け分スラク○

匹
謡
ぼ

言
轟
亘

　
一
ス
　
ス
　
ー
ス

名
ヾ
　
　
ラ
　
リ

「
一
首
一
匹
号

ク
シ
ク
　
ー
　
フ
ク

所場合集刻時合集員定○
　
　
場
Ｂ
場
口
場

所
技
易
枝
入
技

誓
Ｖ
警

集
上
１
上
び
上

　
‘
陸
球
陸
遊
陸

ｑ　
　
0
0
0
0
0

時
3
3
3
3
3

　
　
9
申
一
―
一
一
●
・
φ
・

Ａ
□
2
0
0
0
0

　
　
1
1
1
1
1

集―に
ｙ

2
0

0
8
一

1
0

0

定
　
　
フ
　
　
　
　
　
室

　
　
ル
　
　
　
　
　
教

　
　
ゴ
　
　
グ
ツ

目
・
ヽ
　
　
　
ン
　
ー

　
ｌ
　
　
　
Ｘ
　
χ

　
　
一
フ
ン
リ
パ

　
　
バ
ル
ノ
ー
　
一

　
　
ト
ゴ
、
テ
ュ

種
ツ
ク
マ
ン
ニ

　
ゲ
ス
　
エ
し

　
　
一
イ
イ
リ
μ

　
タ
デ
タ
オ
匈

○
高
齢
者
文
化
祭

　
〈
発
表
の
部
〉

　
▼
と
き
…
1
0
月
５
日
㈹
、
午
前
1
0
時

～
午
後
４
時
▼
と
こ
ろ
…
文
化
セ
ン
タ

ー
大
ホ
ー
ル
▼
内
容
…
合
唱
、
舞
踊
、

謡
曲
・
：
対
象
…
6
0
歳
以
上
の
市
民
が
主

体
と
な
っ
て
構
成
す
る
団
体
▼
申
し
込

み
．
い
．
長
寿
社
会
対
策
課
調
整
係
に
あ
る

用
紙
で
、
８
月
2
3
日
㈲
～
９
月
６
日
面

に
同
係
へ
．
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
、

抽
選
．
参
加
は
無
料
▼
・
問
い
合
わ
せ
…

同
係
（
豊
内
線
2
3
1
4
）
　
へ

　
〈
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示
の
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▼
と
き
・
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1
0
月
３
日
剛
～
1
0
月
５
日

脚
、
午
前
９
時
半
～
午
後
４
時
半
（
５

日
は
午
後
４
時
ま
で
）
▼
と
こ
ろ
・
：
中

央
公
民
館
▼
内
容
…
生
け
花
、
盆
栽
、

手
工
芸
．
書
道
．
絵
画
、
写
真
、
陶
工
芸
．

木
工
芸
、
文
芸
作
品
な
ど
▼
対
象
・
．
：
6
0

歳
以
上
の
市
民
か
市
内
在
勤
の
人
と
．

そ
れ
ら
の
人
で
構
成
す
る
団
体
▼
申

し
込
み
・
：
所
定
の
用
紙
（
各
公
民
館
に

あ
り
ま
す
）
で
９
月
１
日
出
～
1
0
日
吻

に
最
寄
り
の
公
民
館
へ
．
参
加
は
無

料
▼
問
い
合
わ
せ
…
中
央
（
豊
2
0
・
１

４
１
１
）
、
宇
治
（
豊
2
1
・
2
8
0
4
）
、

木
幡
（
豊
3
2
・
8
2
9
0
）
、
小
倉
（
豊

2
2
・
4
6
8
7
）
、
広
野
（
酋
4
1
・
7
4

5
0
）
の
各
公
民
館
へ
。

○
高
齢
者
ス
ポ
ー
ツ

　
▼
と
き
・
：
1
0
月
1
0
日
冊
、
午
前
1
0
時

～
午
後
３
時
▼
と
こ
ろ
・
：
太
陽
か
丘
第

２
競
技
場
▼
種
目
・
：
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
、

グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
▼
対
象
・
：
概
ね

6
0
歳
以
上
の
市
民
。
た
だ
し
世
代
間
交

流
を
図
る
た
め
一
般
市
民
の
参
加
も
で

き
ま
す
▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
：
ド

９
月
2
1
日
脚
～
3
0
日
俐
の
間
に
市
民
体

育
課
（
豊
内
線
2
6
2
1
）
へ
。
グ
ラ
ウ

ン
ド
・
ゴ
ル
フ
は
。
当
日
申
し
込
み
も
可
。

部の表発の祭化文者齢高の年昨

　
土
曜
閉
庁
に
伴
い
、
八
月
三

十
日
側
か
ら
「
燃
え
る
ご
み
」

の
収
集
曜
日
と
時
間
幣
を
変
民

し
未
了
。
変
民
す
る
地
域
は
、

従
来
水
・
土
曜
日
の
収
集
地
域

全
部
と
そ
の
他
の
地
域
で
す
。

　
今
回
変
民
と
な
る
地
域
の
皆

さ
ん
に
は
、
回
覧
ビ
ラ
で
も
お

知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
今
回
の
変
更
に
よ
り
、

燃
え
る
ご
み
の
土
曜
収
集
は
な

く
な
り
ま
す
が
、
燃
え
な
い
ご

み
に
つ
い
て
は
土
曜
日
も
従
来

通
り
の
日
程
で
収
集
Ｌ
鬘
す
。

　
ご
協
力
を
お
願
い
し
ぷ
チ
。
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8月30日(月)から燃える

ごみの収集曜日・時間帯が変
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子
供
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
楽
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さ
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っ
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